取引改善出前講習会への講師派遣について
会場をご用意いただければ、あなたの地域・職場に
専門相談員を派遣しております。　（無料）
こんなことはありませんか？

◇支払日を過ぎても代金を支払ってくれないので困っています。
◇代金の値引き（減額）を要求されて困っています。
当機構では、あなたの地域・職場に公正取引委員会ＯＢや近畿経済産業局ＯＢの専門相談員が講師として出張し、下請取引適正化の根幹である「下請代金支払遅延等防止法（下請代金法）」について分かりやすく説明するとともに、下請取引に関する様々な悩みに親身になってお話しを伺って適切なアドバイス等を無料で行います。
○対象者：　府内の共同受注グループ・協同組合や商工会議所・商工会等支援機関等
　　　　　　（１回あたりの講習会の参加者は、約３０名程度）
　○開催場所：対象者の地域・職場の社屋等
○開催日：月曜日から金曜日（土曜日・日曜日・祝日は不開催）
○時間等：１０時から１７時の間で、約２時間程度

○講師　：公正取引委員会ＯＢ・近畿経済産業局ＯＢ

○費用　：講師への謝金・旅費・テキスト代など原則として無料です。

（会場の使用料と、テキスト等の送付費用のみご負担ください。）
○申込方法：講師の出前を希望する方は、下記の申込書に記載し、電子メールよりお申し込みください。Ｅメール：torihiki@mydome.jp
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申込み・問い合わせ先：

財団法人大阪産業振興機構　取引振興課
　　電　話：０６－６７４８－１１４４　ＦＡＸ：０６－６７４５－２３６２

　　Ｅメール：torihiki@mydome.jp
